
Ⅰ 学力向上を図るための全体計画（令和７年度) 小平市立小平第一中学校 

教育施策 
○ 教育関係法規、学習指導要領 
○ 東京都教育委員会の教育目標 
○ 小平市の教育が目指す人間像 
  社会的に自立し、地域・社会に貢献しながら、他
者と共生する人 

○ 小平市教育振興基本計画 
（目指す人間像） 
  社会的に自立し、地域・社会に貢献しながら、 
  他者と共生する人 
（基本理念） 
  学び・体験を通じて お互いに認め合い 励まし 

合い 共に生きるまちこだいら 

 学校の教育目標 
 人権尊重の精神を基調とし、生徒一人一人の持続的な 
幸福の実現を目指し次の目標を掲げる。 
 「賢い生徒」学業成績だけでなく、問題解決や自己表

現、他者への共感等の力をもった生徒を育成する。 
 「協働する生徒」よりよい人生や社会の実現に向けて、 

他者を理解し、協働する力をもった生徒を育成する。 
 「くじけない心のある生徒」困難や逆境に出会っても折 

れない心のしなやかさや回復する心の強さをもった生 
徒を育成する。 

 生徒の実態および保護者の期待 
・生徒は学年・教科の差なく授業に真面目に取り組ん
でいる。学習者用端末を有効活用し、学びあい活動な
どを通じて、確かな学力を身に付けるように努力して
いる姿が見られる。家庭学習の習慣に個人間の差が見
られることが課題であるが、家庭学習支援アプリなど
を導入することで、家庭学習をする割合は向上してい
る。 
・保護者の７０％が授業を通して学力が伸びていると
感じている。保護者が自分のこどもの学力向上を期待
することは当然のことであり、おおむね肯定的ではあ
るものの、さらなる授業改善に向けた努力が必要であ
る。 

 

  

  

  

  

各教科の指導の重点  令和７年度学校経営計画  特別な教科「道徳」の指導の重点 

○ 授業改善推進プランに基づいて、分か
りやすい授業や個に応じた指導の充実を
心がけ、ＰＤＣＡサイクルを活用して、
継続的に授業改善に取り組み、生徒の学
習意欲の向上を図る。 

○ 自ら考え、自ら学ぶ意欲を育てる指導
を進める。また、指導法の工夫や学習内
容の補充によって、基礎的・基本的内容
の一層の定着を図り、分かる喜びを味わ
わせるとともに、それらを応用する力を
育てる。 

○ 学習の中で学んだことを実生活や次へ
の課題に生かすための活用を意識した授
業実践を行う。 

○ 「主体的・対話的で深い学び」の実
現、言語活動の充実を意識した指導計画
を作成し、実践する。 

○ 特別支援教育の視点を取り入れ、どの
生徒にも分かりやすい授業実践を行う。 

○ テレビやデジタル教科書、GIGAスクー
ル構想における一人１台端末などのＩＣ
Ｔ機器を取り入れた授業実践を行う。 

○学校経営の基本方針に各学年の段階に応じた「確かな学力」の確実な定着を掲
げ､学力向上に取り組む。そのために、以下の施策を掲げる。 

 １ 探究学習への取組 
  ・「自ら課題を立て解決する力を身に付けさせる指導法」に基づき、生徒が

「主体的に課題に関わり 解決を図ろうとする力」を育成する。 
 ２ 協働する生徒の育成に向けた取組 
  ・各教科、領域の学習の場において、自ら考えると共に他者と協働しながら

解決を図ろうとする意欲と力のある生徒を育成する。 
 ３ 個別最適な学びに向けた支援の実施 
  ・生徒一人一人の学習の状況に応じた支援を進める。学習支援アプリ導入。 
 ４ 学習意欲を向上させる指導の充実 
  ・主体的に学習する場面を意図的に設ける。 

○ 教育活動全体を通して、生徒一人一人
に豊かな心を育て、未来に向かって人生
や社会を切り拓く実践的な力を育成す
る。 

○ 道徳の時間においては、全体計画や年
間指導計画に基づき、教科書などの教材
を通して授業の充実を図る。人間として
の生き方について自覚を深め、道徳的心
情から道徳的実践に結び付く指導を心が
ける。 

○ 言葉遣いや礼儀、態度を正し、品位あ
る行動をとり、互いを思いやり尊重する
とともに節度と誇りをもった生徒を育成
する。 

○ 道徳の評価を通し、生徒の学びの様子
を保護者が把握することで、学校との連
携を一層深め、心の教育や家庭・地域社
会における道徳教育の推進を図る。 

○ 特別支援教育の趣旨を生かし、相互に
理解し、思いやる心や協力する心を育て
る授業を推進することにより、人権尊重
の精神を培う。 

 

 本校における「確かな学力」  

本校では、学習指導要領に示された「基礎・基本を確実に身に付け、自ら課題
を見付け、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、行動し、よりよく問題を解決
する資質や能力」を育むために、次の力を育成する。 
○ 学びとる力 

授業を受けるにあたっての心構えや授業の受け方、家庭学習を含めた学習の
仕方を身に付けることなど、基本的な生活習慣の確立を目指す。 

○ 学ぼうとする力 
積極的に新しい知識を身に付けようとする気持ちや態度が基礎的・基本的な

学習内容を定着させることにつながり、さらに学力を向上させたいと願う意欲
につながることから、生徒の意欲を引き出す指導内容の見直しと指導法の工夫
・改善をGIGAスクール構想のもとに図る。 

○ 学んだことを生かす力 
身に付けた知識を用いて未知の事柄を予測したり、新たなことに挑戦したり

することや、積み上げてきた学習内容を総合的に判断する力を付けることで、
基礎・基本のより一層の定着と応用力を育てる基盤とする。教材研究を十分に
行い、学力を伸ばすための教材を取り入れていく。情報機器を使って自分が学
んできたり、調べてきたことをまとめたり、発表できるように発信力を高めて
いく。 

〇 学びを深める力 
  自ら課題を立て、その解決に迫っていく探究の力について、各教科の連携の
下、計画的に身に付けさせる。 

  

  

特別活動の指導の重点 総合的な学習の時間の指導の重点 

○ 学級活動を基軸として、生徒会や委員
会活動の充実を図り、教師と生徒や生徒
相互の交流・信頼を深め、自主的で自律
的な集団を育てる。 

○ 学校行事に積極的に取り組み、様々な
体験をすることで、情操豊かな人間性を
育てるとともに、道徳教育の指導と関連
付けながら、集団や社会の一員としての
自覚や態度の育成とより豊かな人権感覚
の涵養を図る。 

○ 各教科と関連付けた横断的・総合的な
学習や生徒の興味・関心に基づく体験的
な学習や課題解決する力の向上を目標と
した探究学習など、工夫した学習活動を
通して、個性を生かす。また、自ら考
え、自ら学ぶ意欲や態度を育てる。 

○ 地域の文化や人材を積極的に学習活動
に取り入れ、生徒の多様な興味や関心、
意欲に応えられる指導体制の確立に努め
る。また、地域に学び、地域のよさを知
り、さらに広く社会や世界のことについ
て考える態度を育てる。 

  

   

進路指導の重点  生活指導の重点 

○ 人権教育の一環として人間としての在り方・
生き方を考えさせるとともに、自己を見つめ自
己を大切にすることから始め、発達段階に即し
て計画的な指導を進める。 

○ キャリア教育の趣旨を踏まえ、進路学習など
を通して勤労観・職業観を育て、将来に向けて
自己実現を図ろうとする意欲や社会性を育成す
る。 

○ 進路を吟味し、適切な進路を自ら選択する能
力を育成する。 

○ 基本的生活習慣確立のため、家庭・地域社会との連携を図りながら指導を徹底する。また、非行防止や犯罪から身を
守る教育などを通して、生徒の規範意識や自律心を育成する。さらに、生活指導年間計画と学校・学年の目標との関連
を図るとともに、時間を守る生徒、「どんな場面でも通用する一中生」の育成を目指す。 

○ スマホ・ＳＮＳ等への書き込み、個人情報の掲載に起因するトラブルが増加している現状を考え、セーフティ教室等
を通して適切な使用方法を身に付けさせる。 

○ 学校週５日制の趣旨を踏まえ、家事手伝いやボランティア活動、地域活動など幅広い体験を積極的に行うよう指導す
るとともに、保護者会やＰＴＡ等の活動を通して親子が触れ合う機会の大切さについて理解・啓発を図る。 

○ 特に配慮を要する生徒や不登校生徒については、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、関連諸機
関、サポートチームなどとの連携を図り、指導方法や指導体制の充実を図る。 

○ 学習面や生活面でのつまずきのある生徒一人一人に対応する体制を整え、学習や生活上の困難を改善・克服するため
に特別支援教育を充実させる。 

 

授業改善に向けた視点 

指導内容・指導方法の工夫 教育課程編成上の工夫 校内における研究や研修の工夫 評価活動の工夫 家庭や地域社会との連携の工夫 

○ 授業評価等を実施し、指導内
容や計画の見直しと指導方法の
改善を図る。 

○ 学習指導要領が示す方向性を
意識した指導計画を作成する。 

○ 授業においては、人権教育の
視点を明確にした指導計画を作
成する。 

○ 特別支援教育の視点を取り入
れた授業づくりを行う。 

○ 読書活動の充実を学力向上の
重要な手段と捉え、読書と関連
付けた語彙量の増加を計画的に
進める。 

○ 総合的な学習の時間における
教育効果をより高めるために、
時間割編成上の工夫を行う。 

○ 習熟度別指導など個を生か
し、個別最適な学習指導の工夫
を行う。 

〇 「探究的な学習」に向けた研
究は校内研修等を通して行い、
授業改善を図っていく。 

○ 教科部会を定期的に行い、各
教科における進度の確認や指導
法についての見識を高める。 

 

○ 年度当初に保護者会等を通じ
て本年度の評価に関する考え方
の説明を行い保護者や生徒の理
解を得る。 

○ 生徒による授業評価や保護者
アンケートの結果を授業改善に
取り入れる。 

 

○ 小・中連携教育の観点から９
年間の系統性について、各教科
及び特別の教科道徳などで考慮
して指導する。 

○ 地域ボランティアを積極的に
授業へ導入したり、放課後学習
教室を行ったりすることで地域
社会との一層の連携を図る。 

 


